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ゴミステーション利⽤に関して 

 
以前からゴミ出しのルールを守っていただきたいというお願いをしていましたが、⼀向に

改善されません。また、ステーションの近隣に⽅に迷惑が掛かっているという問題も⽣じて
きています。そこで、ゴミを出すときは下記の注意事項を守ってください。 

 
ゴミ収集カレンダーをよく確認をして、ゴミ出しのルールを守る。 

〇指定⽇、指定袋を守る。 
〇ゴミの分別（特にプラごみ、燃やさないゴミ）をしっかりする。 
〇ゴミ出しの時間を守る。ゴミ出しは、正午までです。 

  
ゴミ出しをする際の禁⽌事項 
 〇⽇曜、⽉曜にゴミを出すことは禁⽌です。 
 〇指定されたもの、指定された⽅法以外でゴミを出すことは禁⽌です。 
 〇正午過ぎ、および夜間にゴミを出すことは禁⽌です。 
 〇交通ルールを無視することは禁⽌です。 
   バス停の半径１０メートル以内は駐停⾞禁⽌です（バスの運⾏時間内）。 
       第２ゴミステーションが該当します。 

   交差点の５メートル以内は駐停⾞禁⽌です。 
       第４、第６ゴミステーションが該当します。 

 
世帯数が急増しています。特定のゴミステーション（特に第２ゴミステーション）にゴ

ミが集まらないように、お住いの近くのゴミステーションを利⽤しましょう（できる
だけ清掃を担当しているステーションのご利⽤をお願いします）。 

ゴミを出す際には。近隣の⽅に迷惑にならないようにしましょう。特に⾞を使ってゴミを
出す⽅は⼗分に気をつけください。 
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